
国民健康保険法の一部を改正する法律案の概要

１．法案の概要

（１） 財政基盤強化策の恒久化

平成22年度から平成25年度までの暫定措置である市町村国保の財政基盤強化策（保険者支援制度及び都道府県
単位の共同事業（高額医療費共同事業及び保険財政共同安定化事業））を恒久化する。
※ 保険者支援制度

→ 保険料軽減の対象となる低所得者数に応じて、保険者に対して財政支援する制度（国、都道府県、市町村が２：１：１で負担）

※ 都道府県単位の共同事業
① 高額医療費共同事業：
→ 一定額以上（一件80万円超）の高額医療費について、都道府県内の全市町村が拠出し、各市町村の単年度の負担の変動を

緩和する事業（国・都道府県が事業対象の１/４ずつ公費負担）
② 保険財政共同安定化事業：
→ 一定額以上（一件30万円超）の医療費について、都道府県内の全市町村の拠出により共同で負担（再保険等）する事業

（２） 財政運営の都道府県単位化の推進

市町村国保の都道府県単位の共同事業（保険財政共同安定化事業）について、事業対象を全ての医療費に拡大
する。

（３） 都道府県調整交付金の割合の引上げ

都道府県の調整機能の強化と市町村国保財政の共同事業の拡大の円滑な推進等のため、都道府県調整交付金
を給付費等の７％から９％に引き上げる。

※ これに伴い、定率国庫負担を給付費等の32％とする。

（４） その他
恒久化までの間、財政基盤強化策（暫定措置）を１年間（平成26年度まで）延長する等、所要の措置を講ずる。

（１）及び（２）について 平成27年4月1日
（３）及び（４）について 平成24年4月1日

２．施行期日

○ 国民健康保険制度の安定的な運営を確保するため、国民健康保険の財政基盤強化策を恒久化する
とともに、財政運営の都道府県単位化の推進、都道府県調整交付金の割合の引上げ等の所要の措置を
講ずる。
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国民健康保険法の一部を改正する法律案の概要（イメージ）

市町村国保の安定的な運営を確保するため、平成22年度か
ら平成25年度までの暫定措置となっている市町村国保の「財政
基盤強化策」（公費2,000億円）を恒久化する。
※ 財政基盤強化策として、保険料軽減の対象となる低所得者数に応じ

た、市町村に対する財政支援や、高額医療費に関する市町村に対する
財政支援を行っている。

市町村国保の都道府県単位の共同事業について、平成27年
度から、事業対象を全ての医療費に拡大し、財政運営の都道
府県単位化を推進する。

※ 現在、１件30万円を超える医療費について、都道府県内の全市町村
が被保険者数と医療費実績に応じて共同で負担（再保険）。

都道府県の調整機能の強化と市町村国保財政の共同事業
の拡大の円滑な推進等のため、平成24年度から、都道府県調
整交付金を給付費等の７％から９％に引き上げる。

※ これに伴い、定率国庫負担を３４％から３２％とする。

※ 都道府県調整交付金は、地域の実情に応じて、都道府県内の市町
村間の医療費水準や所得水準の不均衡の調整や地域の特別事情へ
の対応のために交付。

（１）、（２） 平成27年4月1日
（３） 平成24年4月1日

（１） 財政基盤強化策の恒久化

（２） 財政運営の都道府県単位化の推進

（３） 財政調整機能の強化

国保財政のイメージ

医療給付費等総額：約１１兆１，０００億円
（２４年度予算案）

公費５０％

（９％）

（ ３４％→３２％）

2兆4,000億円

7,000億円

3兆2,000億円

調整交付金（国）

定率国庫負担

保険料

都道府県調整交付金

（７％→９％）

7,000億円

低所得者数に応じた
保険者支援制度

保険料５０％

財政基盤強化策※
（暫定措置→恒久化）

保険料軽減制度
4,000億円

前
期
高
齢
者
交
付
金

3兆
4,000
億円

（法定外一般会計繰入 3,000億円）

※財政基盤強化策には、恒久化する上記の公費2,000億円のほか、
財政安定化支援のため地財措置（1,000億円）がある。施行期日
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１４年度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度

保険者支援制度

高額医療費
共同事業

保険財政共同
安定化事業

前々回の暫定措置

（４年間）

前回の暫定措置

（４年間）

現在の暫定措置
（４年間）

25年度
まで

昭和63年度に創設

平成18年度に創設

平成15年度に創設

財政基盤強化策の恒久化

○ 平成22年度から平成25年度までの暫定措置である財政基盤強化策（保険者支援制度及び

都道府県単位の共同事業（高額医療費共同事業及び保険財政共同安定化事業））を恒久化する。
【平成27年度】

※ 保険者支援制度
→ 保険料軽減の対象となる低所得者数に応じて、保険者に対して財政支援する制度

（国、都道府県、市町村が２：１：１で負担）

※ 都道府県単位の共同事業
① 高額医療費共同事業：

→ 一定額以上（一件80万円超）の高額医療費について、都道府県内の全市町村が拠出し、各市町村の単年度の
負担の変動を緩和する事業（国・都道府県が事業対象の１/４ずつ公費負担）

②保険財政共同安定化事業：
→ 一定額以上（一件30万円超）の医療費について、都道府県内の全市町村が共同で負担（再保険等）する事業

※ 上記のほか、市町村の一般会計から国保特別会計への繰入について、1,000億円の地方財政措置（財政安定化支援

事業）が講じられているが、社会保障・税一体改革による財政基盤の強化及び財政運営の都道府県単位化を踏まえ、
所要の見直しを行う。

【参考1】
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○ 市町村国保の都道府県単位の共同事業（保険財政共同安定化事業）について、事業対象をすべて
の医療費に拡大する。 【平成27年度】

※ 拠出割合は、医療費実績割50、被保険者割50とするが、都道府県が、市町村の意見を聴いて変更可能。

財政運営の都道府県単位化の推進

※１ いずれも、現在は、平成22年度から平成25年度までの暫定措置
※２ 医療費のうち80万円を超える額を対象としている。
※３ 30万円を超えるレセプトのうち、8万円（自己負担相当分）を控除した額を対象としている。
※４ 自己負担相当額等を除く。
※５ 市町村の拠出金に対して国及び都道府県が1/4ずつ負担している。

保険財政共同安定化事業(※1)

レセプト一件30万円超の医療費に関する
共同事業（※３）

【現行】

都道府県が、市町村の意見を聴
いて、広域化等支援方針（任意）に
定めることにより、①対象医療費の
拡大や②拠出割合の変更が可能

高額医療費共同事業 (※1)
レセプト一件80万円超の医療費に関する共同事業

（※２）

都道府県単位の共同事業

【改正後】

保険財政共同安定化事業（※１）

すべての医療費に関する共同事業
（※４）

拠出割合は、医療費実績割50、被保険者
割50とするが、都道府県が、市町村の意

見を聴いて、広域化等支援方針（任意）に
定めることにより、変更可能。

都道府県単位の共同事業の拡大

高額医療費共同事業 (※1)
レセプト一件80万円超の医療費に関する共同事業

（※２）

【参考2‐1】

高額医療費に対する
公費投入 （※5）

4



都道府県単位の共同事業の仕組み

都道府県単位の共同事業

（事務：国民健康保険団体連合会）

○ 都道府県内の市町村国保の医療費について、市町村国保の拠出により負担を共有する事業。

○ これにより、都道府県内の市町村国保の財政の安定化（毎年の医療費の変動による財政への影響の緩和）及び
保険料の平準化（医療費の差による保険料の相違の緩和）が図られる。

※ 以下イメージ図で見ると、共同事業の実施により、市町村間の格差が最大１００ → ５０ に縮小する。

※医療給付費の実績（３年平均）と被保険者数に応じて拠出

【参考2‐2】
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100
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実際の医療給付費
（１人当たり）
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A市 C町

50

25

50

50
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75
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（１人当たり）
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○ 都道府県の調整機能の強化と市町村国保財政の共同事業の拡大の円滑な推進等のため、都道
府県調整交付金について、給付費等の７％から９％に引き上げる。【平成24年度】

※ これに伴い、定率国庫負担を給付費等の32％とする。

※ 都道府県調整交付金は、地域の実情に応じて、都道府県内の市町村間の医療費水準や所得水準の不均
衡の調整や地域の特別事情に対応するために交付されている。

保

険

料

都道府県・調整交付金
（７％）

【現行】 【改正後】

国・財政調整交付金
（９％）

国・定率負担
（３４％）

都道府県調整交付金の割合の引上げ

保

険

料

都道府県・調整交付金
（９％）

国・財政調整交付金
（９％）

国・定率負担
（３２％）

＋２％

※ 都道府県・調整交付金の２％増分の額は、
平成24年度ベースで1,526億円

【参考3】

6
6


